
 
 

 

令和８年度ＭＩＧＡＫＩプロジェクトブランディング戦略推進業務 

委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

令和８年度ＭＩＧＡＫＩプロジェクトブランディング戦略推進業務 

 

２ 業務の目的 

  佐賀県には豊かな地域資源を活かした魅力ある県有施設が多数あるが、施設を設

置・整備した部局がそのまま所管していたことから、時代や利用者のニーズに十分

対応できていないものや「利用者目線」での活用が十分でないものがある。 

  県では、ＭＩＧＡＫＩプロジェクト（以下「プロジェクト」という。）として、

こうした県有施設を利用者目線で磨き上げ、佐賀県の未来に向けて、交流人口の増

加を図ることとしており、令和６年度にプロジェクト及び対象施設のブランディン

グ戦略を策定した。 

  本業務では、ブランディング戦略に基づき、プロジェクト全体を俯瞰し長期的な

視点でディレクションを行うほか、ブランディング戦略を推進するための各種事業

を展開し、対象施設の磨き上げを推進することを目的とする。 

 

３ 対象とする県有施設 

本業務では、以下の県有施設を対象とする。 

施設名称 所在地 

波戸岬海浜公園 唐津市鎮西町 

波戸岬少年自然の家 唐津市鎮西町 

レイクサイド北山（北山キャンプ場を含む） 佐賀市富士町 

北山少年自然の家 佐賀市富士町 

黒髪少年自然の家 武雄市山内町 

宇宙科学館 武雄市武雄町 

九年庵 神埼市神埼町 

イマリンビーチ 伊万里市黒川町 

白浜海水浴場 太良町大浦 

ムツゴロウ公園 小城市芦刈町 

唐津市西の浜（KAMP 事業） 唐津市西の浜 

 

４ 業務の内容 

（１）プロジェクトに係るディレクションの実施 

プロジェクトやブランディング戦略（別紙１～３）の趣旨を尊重するととも

に、各対象施設の特性に留意し、対象施設の磨き上げのためのディレクションを



 
 

行うこと。 

令和６年度に策定したブランディング戦略について、施設の最新の利活用状

況等を踏まえ、内容の更新を行うこと。 

また、プロジェクトの関連事業について、必要に応じて助言等を行うこと。 

※関連事業についての詳細は本仕様書４（５）を参照。 

（２）対象施設の利活用アイデア案件化に向けたブラッシュアップ体制構築 

民間事業者による対象施設の利活用アイデアを活用し、より良質な案件化に

繋げるため、各案件に適した専門家チームによりブラッシュアップする体制を

構築すること。また、実際に案件のブラッシュアップやフォローアップを行うこ

とにより、今後のブラッシュアップ体制の検証を行うこと。 

① 対象施設の選定 

  本仕様書３の対象の中から、各施設における官民連携検討の最新状況や

フェーズ等を考慮し、県と協議のうえ、本業務で対象とする案件を選定す

ること。 

② ブラッシュアップ体制の構築 

各案件に適した分野の専門家を選定し、案件に対する助言や評価等を依

頼できる体制（＝ブラッシュアップチーム）を構築すること。体制のあ

り方（会議体／個別相談等）については、案件に応じて適切なものを選

定すること。 

【専門家の分野の例】 

建築・ランドスケープ／公民連携（PPP 事業）／ 

グラフィックデザイン／経営／コミュニティデザイン／教育 

    ③ 案件のブラッシュアップ 

①で選定した案件について、②で構築した体制によりブラッシュアップ

を行う。ブラッシュアップの項目は以下を想定するが、県と協議のう

え、各案件に応じて適切なものを選定すること。 

【ブラッシュアップ項目の例】 

利活用アイデアへの評価・助言／募集要項作成にかかる助言 

    ④ 案件実現に向けたフォローアップ 

③でブラッシュアップした案件の案件実現に向けたフォローアップを行

う。フォローアップの項目は以下を想定するが、県と協議のうえ、各案

件に応じて適切なものを選定すること。 

【フォローアップ項目の例】 

課題整理／仮設構築／検証／プログラム化に向けた要件整理 

（３）新規利用者層の掘り起こし支援 

対象施設の利用者増のため、新規利用者層の掘り起こし支援を行うこと。本業

務の対象施設及び内容については、以下を想定しているが、詳細は県と協議のう

え決定すること。 



 
 

① 白浜海水浴場：海水浴以外の新たな利活用検討 

白浜海水浴場では、「海水浴が楽しめる公園」をコンセプトに、海水浴以外

の新たな利活用のあり方を考える「ＭＩＣＨＩＬＬ ＰＡＲＫ ＰＲＯＪＥＣ

Ｔ」を進めている。その一環として、本業務では、地元プレイヤーや指定管

理者等と連携し、利活用検討のためのトライアルイベントを実施する。トラ

イアルイベントの実施時期や内容については、県及び指定管理者等と協議の

うえ決定する。また、アンケート結果や振り返り会の実施により、今後の持

続的な利活用に繋げるための検証を行う。 

 ② 少年自然の家：冬期閑散期の利活用検討 

少年自然の家では、従来の社会教育施設としての役割だけでなく、観光交流

の拠点を目指すこととしている。その一環として、本業務では、施設の利用

が少ない冬の閑散期におけるモニターツアー（企業の社員研修等）を実施す

ることにより、今後の冬の閑散期の需要喚起のための検証を行う。モニター

ツアーの実施時期や内容については、県及び指定管理者等と協議のうえ決定

する。また、アンケート結果や振り返り会の実施により、今後の持続的な利

活用に繋げるための検証を行う。 

 （４）プロジェクト広報 PR 業務 

公共施設の利活用に関心のある民間事業者をターゲットに、プロジェクトの

情報発信及びＭＩＧＡＫＩプロジェクトポータルサイトの登録者増を図るため、

適切な媒体での記事掲載を２回以上行うこと。 

プロジェクトの広報にかかるアドバイザリー（プレスリリース等支援）を行

うこと。 

（５）関連事業のディレクション 

県が令和８年度中に別途実施を予定している以下①～③の関連事業について、

企画内容や進捗状況等について県から情報共有を受け、必要に応じて助言等を

行うこと。なお、関連事業の内容は変更となる場合がある。 

① ＭＩＧＡＫＩプロジェクトポータルサイト運用保守業務 

  内  容：公共施設の利活用に関心のある民間事業者をターゲットに、

プロジェクトの概要や磨き上げのプロセス等を情報発信する

ための上記サイトについて、運用保守を行う。 

② 白浜海水浴場ホームページ運用保守業務 

  内  容：白浜海水浴場の一般利用者をターゲットに、遊泳期間やイベ

ントのお知らせ等を情報発信のための上記ホームページにつ

いて、運用保守を行う。 

③ 佐賀県少年自然の家利用申請システム改修業務 

  内  容：令和８年度にリリース予定の佐賀県少年自然の家利用申請シ

ステムについて、申請書類のウェブフォーム化等の改修を行

う。 



 
 

 

５ 業務遂行体制等 

（１）業務責任者の配置 

業務の実施に当たっては、委託業務を総括し、県からの指示を受ける窓口とし

て業務責任者を配置し、円滑な業務の遂行に努めるものとする。 

（２）業務スケジュールの管理 

県と業務スケジュールを調整して業務を実施するものとし、業務の遂行状況に

ついては、随時報告を行うものとする。 

（３）業務内容の確認 

業務内容の確認のため、月２回程度の定例会議を行い、業務の実施状況につい

て報告を行うほか、対象施設やプロジェクト全体について随時助言を行うものと

する。 

（４）その他 

業務の実施に当たり、疑義が生じた場合は、速やかに県と協議を行うものする。 

 

６ 成果物の提出 

業務完了の際は、協議の議事録等を含む業務完了報告書を作成する。 

 

７ 業務実施上の留意事項 

（１）受託者が本業務において製作したデータやデザイン、写真、イラスト、文  

章等の著作物に関する全ての著作権（著作権法第 21 条から第 28 条に定める全

ての権利を含む）、意匠権等は、県に帰属するものとする。 

（２）受託者は、著作物の著作者人格権を県及び第三者に対して行使しないものと

する。また、著作物は、県が認めた団体等については、随時使用、複製できるも

のとする。 

（３）本仕様書に基づく業務に関し、第三者の知的財産権、所有権を侵害しないこ

と。また、第三者との間に知的財産権、所有権など全ての権利侵害の紛争等が生

じた場合は、当該紛争が県の責めに帰す場合を除き、受託者の責任において一切

を処理すること。この場合、県は紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、

必要な範囲で訴訟上の防衛を責任者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 

（４）受託者の責に帰すべき理由により、県、又は第三者に損害を与えた場合は、

受託者がその損害を賠償すること。 

（５）本業務においては、個人情報保護及び情報セキュリティに関し細心の注意が

必要とされるため、受託者へ以下の事項を義務付けるものとし、受託者は業務上

知りえた情報が第三者に漏洩しないように十分注意すること。 

ア 業務上知り得た個人情報は、秘密を保持し、第三者への情報提供を禁止す

る。 

イ 受託業務目的以外の利用を禁止する。 



 
 

ウ 受託業務目的以外の個人情報データの複写または複製を禁止する。 

エ 業務従事者による個人情報保護の誓約。 

（６）受託者が業務を実施するにあたり必要となる旅費は、委託料に含めるものと

する。 

（７）中止等に伴って生じる委託金額の変更については、委託者と受託者が協議の

上、決定する。 

（８）本仕様書に定めのない事項については、委託者と協議の上、決定する。 
 

８ 履行場所 

  県内各地 

 

９ 履行期間 

  契約締結の日から令和９年３月 26 日まで 
 
 



［仕様書別紙１］



























































［仕様書別紙２］











































白浜海水浴場

1

ブラ ンディ ング戦略
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1  はじ めに

目次

3-1. 実施プロ セス 

3-2. 実施体制 

3-3. 実施内容

2-1. 対象施設の目指すべき 姿 

2-2. 対象施設のタ ーゲッ ト   

2-3. 対象施設の指標（ KPI）  

2-4. 対象施設のステート メ ン ト 、 キービジュ アル

1-1. 本戦略の位置づけ  

1-2. 利活用の背景  

1-3. 対象施設の現況整理 

1-4. 課題と ポテン シャ ル

2  ブラ ンディ ング戦略

3  今後の進め方 
   （ 磨き 上げに向けた実施方針）
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1-1. 本戦略の位置付け

• 白浜海水浴場は、 平成6年に佐賀県が整備し 、 太良町が管理を 行っ ている 人工

の海水浴場である。  

• 現在は海水浴場と して限ら れた用途・ 期間でのみ利用さ れているが、 利用者が

減少傾向にある 。 新たな利用方法を 見出すこ と で活用を 促進し 、 エリ アにと っ

てより 価値のある施設と なるこ と が期待さ れる 。  

• 本戦略は、 民間によ る活用等も 視野に、 白浜海水浴場のさ ら なる 利活用を 行う

にあたっ ての基本的な考え方などを まと めるも のである。
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1-2. 利活用の背景

• 白浜海水浴場は、 本県おける海岸の有効利用を 図り 、 恵まれた自然を 生かし た海洋

性レ ク レ ーショ ン基地と して県民の利用に供する こ と を 目的と する施設である 。  

• 地元から の要望によ り 県の港湾事業により 整備し 、 開設当初から 太良町に経費負担

も 含めて管理委託を 行っ てき た。  

• 平成15年度の地方自治法改正によ り 、 「 公の施設」 についてはそれまでの管理委託

制度が平成18年9月を も っ て廃止さ れ、 指定管理者制度が設けら れるこ と と なっ た

ため、 平成18年4月1日より 指定管理者制度(非公募)に移行し た。  

• 有明海特有の最大6メ ート ルの干満差を 体感でき る 珍し い海水浴場で、 干潮時には

泳げなく なるほど潮が引く 。  

• 例年7月中旬から 8月末まで海水浴場と して開設さ れる。

白浜海水浴場の整備経緯と 特徴
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1-2. 利活用の背景

佐賀県と 鹿島市・ 太良町が連携し 、 日常の暮ら し の中にある 価値を 磨き 上げ、  

暮ら すよう にゆっ く り と 楽し むスローツ ーリ ズムに向けた取り 組みを 広域で推進している 。

●KATAラ ボ 

令和5年11月、 鹿島（ KAshima） 、 太良（ TAra） の 未来

を語ら う ラ ボと して「 KATAラ ボ」 を開設。 県、 鹿島市、

太良町のメ ンバー４ 名が常駐し 、 魅力発掘、 ローカ ル活

動支援に取り 組んでいる。

●肥前鹿島駅周辺整備 

佐賀県と 鹿島市が連携し 進める肥前鹿島駅周辺再開発で

は、 「 スローツーリ ズムの拠点」 と するこ と を 目指す。

旅行者や地域住民が集う 交流エリ アと しての性格を 強く

打ち出し 、 宿泊や食などの事業拠点の整備を 予定する。

事業内容（ 一部）

●むし ろ こ れから 鹿島・ 太良プロジェ ク ト  

佐賀県南西部の鹿島市・ 太良町を一体のエリ アと 捉

え、 祐徳稲荷神社や酒蔵、 面浮立、 鹿島錦、 大魚神社

の海中鳥居や竹崎カ ニなど世界に誇るべき 地域資源に

注目し 、 地域と と も に磨き 上げて県内外へ発信するプ

ロジェ ク ト 。 フ ォ ーラム開催等により 認知向上を図っ

ている。
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1-3. 対象施設の現況整理

所在地 

佐賀県藤津郡太良町大字大浦丁1866-4 

アク セス 

JR九州長崎本線 肥前大浦駅から 徒歩30分 

国道207号線から 約1km 

開設年 

1994年 

面積 

約13,019㎡ 

地図出典： 太良町ホームページ
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1-3. 対象施設の現況整理

 主な施設 

・ 海水浴場 

　 ※有明海唯一の人工海水浴場 

　 ※町特産の竹崎カ ニを イメ ージし た形状 

 付帯施設 

・ ト イ レ (男女・ 多目的) 

・ シャ ワーブース 

　 ※冷水シャ ワー3分100円（ 開設期間のみ）  

・ 更衣室 

・ 休憩所（ ビーチハウス、 東屋）  

・ AED(開設期間のみ) 

・ 駐車場 

※海水浴場開設期間は例年7月中旬～8月末 

Google
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1-3. 対象施設の現況整理

• 現状のアク セスは、 国道から 分岐し

旅館・ 住宅の間を 通り 抜ける約1.2km

のルート であるが、 わかり づら い 

• 西側には国道に接続する約1kmの管理

用道路が整備さ れている。 海沿いを

通っ ており 景観が良いが、 現在活用さ

れていない 

• 海開き 期間以外は、 入り 口にチェ ー

ンが張ら れているも のの、 入るこ と は

でき る状況散歩やゴルフ 練習などで日

常的に利用している町民は多い。 入っ

ていいのか明確になると いいと いう

意見あり 、 町の方で調整中 

• 海水浴場敷地および隣接地で、 植物

が茂り 景観を損ねている。 国道から

海への眺めを遮っ ている部分も ある

アク セス・ 景観等

サイ ン掲出、 チェ ーン を

外す、 植物の伐採などで 

景観改善の可能性

Google

Google
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1-3. 対象施設の現況整理

• 2008年頃以降、 急激に利用者が減少 

• も と も と 地元客の利用が中心だっ た

が、 道路網整備により 遠方の海水浴

場まで行き やすく なり 、 利用者が分

散し たと 考えら れる 

• 近年は利用可能期間の7~ 8月が高温

傾向にあり 、 アウト ド アアク ティ ビ

ティ が限ら れる 

• レ ジャ ーの多様化などの動向の変化

により 、 全国的に海水浴に対する人

気は減少傾向にある 

• 周辺の人口の減少も 影響している可

能性あり

利用者数

参考： 海水浴の動向

利用者数の推移

佐賀県提供の利用者数調査を も と に作成

海水浴以外の利用拡大と  

利用者圏域の拡大によ り  

利用者増の可能性
全国の海水浴参加者と プール利用客数の推移

https://www.m izu.gr.jp/kikanshi/no77/04.htm l

参考： 人口推移

太良町人口の推移

平成7年～令和2年年国勢調査を も と に作成

海水浴場と しての利用状況

https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no77/04.html
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1-3. 対象施設の現況整理

• SUPの体験や公式大会の開催で、 海開き

シーズン以外の時期に利用さ れており 、 九

州圏から 人が集まっ ている。  

• 日本選手権（ 日本カ ヌ ー連盟主催）  

• SUP体験（ 太良町観光協会主催）  

• 砂浜や東屋・ ト イ レ があり 、 町と しての受

け入れ体制も あり 、 大会が開催し やすい 

　 →日本カ ヌ ー連盟より  

　   「 SUP公認施設」 のパネル授与 

　  

• 波の少ない穏やかな海であるこ と はマリ ン

アク ティ ビティ に向いている 

• 一方、 海が鮮やかな色ではないこ と や、 干

満により 利用でき ない時間帯があるこ と

は、 他エリ アの海（ 唐津など） に比べて不

利。 干満差があるから こ その体験ができる

よう になると アド バンテージになり う る。

SUP大会や練習場と しての提供

によ り 利用者増を 見込めるか？

海水浴場以外の利用状況

出典： 「 観光たら 」 W EBサイ ト （ 太良町観光協会）
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1-3. 対象施設の現況整理

その他の現状と 課題

●施設 

• 海水浴場開設期間（ 主に7～8月末） 以外の日常利用は少ない 

• 日常利用の多く は近隣住民の散歩、 ゴルフ 練習 

●サービ ス・ 体験 

• 海水浴以外の利用方法と して、 海・ 砂浜ではSUPの体験・ 大会等はあるが 

芝生エリ アは積極的に活用がさ れていない 

●運営 

• 港湾施設と して最低限の維持管理し か行われていない 

• 海開き の期間外に開設する場合、 監視員等、 安全対策面のマン パワーは不安 

• 海開き 期間以外は閉鎖していたが、 管理用道路のチェ ーン を 外すこ と も 検討中 

●広報・ PR 

• 地元には認知度が高いが、 太良・ 鹿島以外から の認知度が低い
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1-3. 対象施設の現況整理

太良町のプレイ ヤー
• 「 たら ふく マルシェ 」  

太良町へ移住してき た農家が始めたマ

ルシェ 。 長崎、 佐賀を中心に30店舗以

上が出店。 2023年の初回は「 道の駅太

良」 の芝生広場で開催。

• 「 竹崎コ ハダ女子会」  

特産の海産物をPR。 地元の漁師さ んの

奥さ んたちで構成さ れている

• 「 多良岳を 愛する会」  

有志の会で、 ガイ ド 、 人材育成（ 学校

登山） 、 イベント 企画・ 運営、 登山道

の整備などを 行う

•   旅館 

周辺自治体に比べて宿泊施設は多め。  

•   飲食店 

海鮮料理が多いが、 人気のバウムク ー

ヘン店などの新店も あり  

•   生産者　  

道の駅やマルシェ 等でみかんなどを 販

売　 など

たら ふく マルシェ 　 出典： 公式instagram

多良岳を愛する会 

出典： 公式Facebookページ

竹崎コ ハダ女子会　 出典： 「 観光たら 」  

W EBサイ ト （ 太良町観光協会）
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1-3. 対象施設の現況整理

太良町のキャ ッ チコ ピーは「 月の引力が見える町」 日本最

大級の約6m の干満差を 誇り 、 海中鳥居、 太良温泉など海

を売り にし たコ ンテンツがある

●有明海

竹崎カ ニや牡蠣を はじ めと する海産物が人気で、 提供する

飲食店が多数存在。

●海産物

多品種のみかんを はじ めと する、 果物や野菜、 花卉などの

生産が盛ん。 道の駅や観光農園には町外から の来客も 多

い。

●農作物

古く から 信仰の対象と さ れ、 多良岳神社などの古跡が多く

残る。 自然が美し く 、 初心者から 上級者まで楽し める登山

コ ースが整備さ れている。

●多良岳

周囲の地域資源（ 太良町内）

出典： 「 観光たら 」 出典： 太良町W EBサイ ト

出典： 「 あそぼーさ が」 W EBサイ ト （ 佐賀県観光連盟） 出典： 「 あそぼーさ が」 W EBサイ ト （ 佐賀県観光連盟）
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1-3. 対象施設の現況整理

周囲の地域資源（ 近隣自治体）

佐賀県西部の中核的な市街地があり 、 交通アク セスも 良

い。 日本三大稲荷のひと つ祐徳稲荷神社や、 干潟を活用し

たガタ リ ンピッ ク、 歴史ある街並み、 酒蔵などが人気。

●鹿島市

長崎県で３ 番目の人口を擁する市で、 幅広い産業がある

が、 太良町の近く では太良町と 同じ く 有明海の海産や野

菜・ 果物等が地域資源と なっ ている。 多良岳は太良町と  

諫早市の境にある。

●諫早市（ 長崎県）

出典： 鹿島市観光協会W ebサイ ト 出典： 諫早観光物産コ ンベンショ ン協会 Instagram
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1-3. 対象施設の現況整理

• コ ロナ禍から の回復傾向 

• 宿泊する来訪者が他市町に比べると

多い 

• 県外から の利用者は福岡県が多数 

• 長崎県と の県境に近いため行き 来は

し やすい

来訪者動向

他の観光資源や宿泊施設と の

連動によ り 相互効果あり ？

R6年8月の月間来訪者数

佐賀県観光統計調査 令和6年8月の観

光客の動向（ 月次レ ポート ） による 

https://www.pref.saga.lg. jp/

kij i003109686/3_ 109686_ 331629_ up

_ nsn3owb5.pdf

日帰り ・ 宿泊別来訪者比率

性別・ 年代別来訪者比率

海産物は冬場がシーズン  

夏場に楽し める コ ン テン ツが 

ある と 通年で集客でき る

周囲の観光の状況

https://www.pref.saga.lg.jp/
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1-3. 対象施設の現況整理

• 軽飲食店など、 打ち合わせに使える場所、 子連れで連れて行ける 場所が少ない 

　 　 ※飲食店はあるも のの海鮮料理などが多い 

• 海鮮以外の特産品が味わえる よう な場所が少ない 

　 　 ※以前は道の駅にレ スト ラ ンが併設さ れていたが現在はない 

　 　 ※以前は道の駅でみかんの食べ比べができ たが、 現在は実施していない 

　 　 ※以前は白浜海水浴場でBBQができ たが、 管理上の問題から 現在は禁止さ れている 

• 町のアピールポイ ント である月の引力（ 干満差） を 体験でき るコ ンテンツ が少ない 

その他の現状と 課題
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1-4. 課題と ポテンシャ ル

①海水浴場と して

課題 • 特徴的な環境を 活かし た誘客ができ ていない 

　 ←ト イ レ ・ シャ ワー等が老朽化しており 、 魅力向上につながる更新・ 維持管理がさ れていない　  

　 ←広報PR、 サイ ン等の不足

ポテンシャ ル • 穏やかで小規模な環境、 有明海の干満を 体験でき る  

• 芝生と 一体的に使える 公園のよう な環境

②海水浴場以外の用途

課題 • 海水浴以外の有効な利用方法が見出さ れていない 

　 ←海水浴の遊泳可能期間・ 時間が限ら れ、 現状それ以外の利用方法がない 

• 活用を 受け入れるスキームがない 

　 ←民間事業者による 活用等を受け入れる体制が整っ ていない 

　 ←海を 開放する場合の安全対策や、 BBQ利用を受け入れる場合の維持管理にコ スト がかかる 

• 家族連れで滞在でき る 場所が沿岸エリ アに少ない

ポテンシャ ル • SUPの練習・ 大会開催地と して人気、 アウト ド アアク ティ ビティ の可能性 

• 子ども が遊べる 場所や、 BBQ等の飲食の需要がある

③周囲と の連携

課題 • 周辺施設や観光資源等と 連携でき ていない 

　 ←広報PR、 サイ ン等の不足 

　 ←周囲の客層を踏まえた訴求ができ ていない

ポテンシャ ル • 地元で活動する プレ イ ヤーの存在・ 広域連携の可能性 

←地産品を 扱う マルシェ や、 海・ 山の魅力を 発信する団体などが活動している 

←鹿島・ 太良町一体を回遊するスローツーリ ズムの動き

各施設の現況を も と に、 課題およ びそれを 解決する こ と で期待さ れる ポテン シャ ルを 整理する 。
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磨き 上げの方針と して下記のコ ン セプト を 設定する 。

海水浴場と しての特性を 踏まえた利用促進に加えて、 海開き 期間外でも 通年で

日常的に公園のよう に過ごすこ と ができ る 場所と し 、 利用のイメ ージを 広げて

いく こ と を 目指す。 家族連れ・ 地域住民などタ ーゲッ ト を 明確化し 、 サービ ス

や設備を 適切に更新する こ と で、 利用を 促進する 。  

また、 飲食やマリ ン スポーツ の需要に注目し 、 民間事業者と 連携し たイベン ト

企画・ サービ ス提供・ 広報PRによ り 、 多様な過ごし 方を 提供し 、 地元の利用者

にと っ て楽し める 地域資源化する こ と を 目指す。 将来的には用途に合わせた設

備の整備などを 通して、 「 SUPの聖地」 などと して認知さ れる こ と を 目指す。

海水浴を楽し める公園

2-1. 対象施設の目指すべき 姿
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2-1. 対象施設の目指すべき 姿

公園のよ う に過ごせる 場所 

芝生空間やビーチハウス・ 東

家・ ベン チを 利用し 、 遊具な

どを 整備して日常的に利用で

き る よ う にする

活用のイメ ージ

海・ 干潟を 活用し たアク ティ

ビティ  

町外から の招致に加えて、 地

元にと っ ても 楽し める 地域資

源化（ 学校と 連携し た教室な

ど） を 目指す

BBQ、 飲食の提供など 

町の特産である フ ルーツ、 ス

イーツ などを 活用する こ と を

検討する

提供： 公共R不動産
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2-1. 対象施設の目指すべき 姿

①地域の人と の協働 

行政主導ではなく 、 民間（ 市民・ 事業者） と も 協働し た活用・ 運営の体制を 検討すべ

く 、 地元事業者や関心の高いプレ ーヤー等と 早期から 連携し 、 活用の方針の検討やコ

ン テンツ づく り を 共に実施していく 体制を 作る 。  

②多様なステーク ホルダーと の関係性構築 

既存の施設の敷地や利用内容にと どまら ない、 横断的な整備・ 活用を 進めるため、 国、

県、 町や関連機関・ 団体と 調整を 行う 。  

③実験的な活用を重ねながら ニーズを見出す 

将来イメ ージを 体現するための活用実験を 段階的に重ねる こ と で、 潜在的なニーズを

発掘し 、 利用ニーズの認知を 広げていく 。 また、 活用し たい地元事業者や企業等の参

画の可能性を 探り 、 将来的な計画・ 整備に要件と して反映する こ と も 想定。  

下記の3点を 重視し ブラ ンディ ン グを 推進する 。
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2-2. 対象施設のタ ーゲッ ト

• 佐賀県内に加え、 長崎県等の近県から の利用者 

• 鹿島市・ 諫早市等の周辺エリ アを 訪れている 利用者 

• 海辺でのアク ティ ビティ の体験に対して何ら かの形で関心のある 利用者 

利用目的 町内住民
近隣市町村か

ら の来訪者

遠方から の来

訪者
地元事業者 その他事業者 強化のイメ ージ

海水浴 ◎ ◎ ○ 海水浴場と しての特性の活用・ 発信

マリ ンアク テビティ ○ ◎ ○ SUP等のアク ティ ビティ の拡大

散歩 ○ 海水浴期間外の利用促進

飲食 キッ チンカ ー等の受け入れ

マルシェ 等 イベン ト 開催の受け入れ

タ ーゲッ ト のエリ ア

タ ーゲッ ト の属性

◎： 現在のメ イ ンタ ーゲッ ト  

○： 現在のサブタ ーゲッ ト  

■： 今後拡大の可能性があるタ ーゲッ ト

海水浴場と しての利用者層は引き 続き 想定しつつ、 他の方法で活用する 事業者

や利用者にも 訴求するこ と を 目指す。

利用方法を拡大し た施設の魅力訴求にあたり 下記のよう なタ ーゲッ ト を 想定する 。

[凡例]
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2-3. 対象施設の指標（ KPI）

内容 項目の例 調査方法の例

①地域の人と の協働

◉ 参加者・ 利用者の居住地の分布
◉ 参加者・ 利用者アンケート  

◉ イベント 主催者等から の報告

• イベント 実施回数 • 利用申請分析

• 施設イメ ージや愛着の変化 • 地域住民アンケート

②多様なステーク ホルダーと

の関係性構築

（ 町や関連機関等と 活用に向けた関

係性構築ができ たか）
ー

③実験的な活用を 重ねながら

ニーズを 見出す

◉ アク ティ ビティ 別利用者数

◉ 利用者アンケート  

◉ イベント 主催者等から の報告 

• 目視調査（ 定期的に実施）

• イベント 実施回数 • 利用申請分析

• 売り 上げ 

（ 有料事業を 実施し た場合）
• 事業者への聞き 取り

管理運営の目標を 明確にし 、 その達成度を 測定する ため、 下記のよ う な指標を 設定する

◉ ： 優先度の高い実施項目　  

・ ： その他実施するこ と が望まし い項目
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3-1. 実施プロセス

• 小さ なステッ プから 始めて、 検証を し ながら 段階的に整備を 行う  

• 将来的に安定的な維持管理・ マネジメ ン ト の体制に結びつける

ハード

ソ フ ト

手入れ 
チェ ーン を 外し  

みんなで掃除や 

草刈り を する

実験 
使っ てみながら  

ふさ わし い使い方や 

必要な設備を 考える

魅力向上 
優先順位を つけ 

適切なハード 整備を  

行う

まち の人と 協働する

多様なステーク ホルダーと 関係性構築

マネジメ ン ト

維持管理

ステッ プ１ ステッ プ２ ステッ プ３

磨き 上げ
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3-2. 実施体制

太良町が主体と なり 維持管理を 行いつつ、 魅力向上に向けた民間プレ イ ヤーと の連携

がスムーズに行える体制・ 事業スキームの構築を 目指す

佐賀県

太良町

地元事業者

指定管理

委託

維持管理・ 清掃など

SUP関係者太良町観光協会 マルシェ 関係者
出店店舗 

(キッ チンカ ー等)

地元事業者 

・ プレーヤー

協力パート ナー

必要に応じ て連携

コ ーディ ネータ ー 

（ 窓口・ 取り まと め）

体制の例
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3-3. 実施内容

施策の例

●活用の実験・ 発信 

町民や事業者と 一緒に活用

を 試行してイメ ージを 共有

し 、 W EBサイ ト 等でわかり

やすく 発信する 。

●植栽の手入れ 

植栽等を 適切に管理し 、

ビュ ースポッ ト 等を 作る こ

と で、 森や湖の環境を 感じ

ら れる よ う にする 。

●設備の更新 

活用方法に応じ て必要な設

備を 見極め、 適切な維持管

理も し く は修繕を する

現在は植物が茂っ ているこ と によ

り 景観が活かせていない箇所が散

見さ れる

参考： 静岡市 ト ラ イ アルパーク 蒲

原における活用の実験の様子 

（ 提供： 公共R不動産）

現在は海水浴利用を 想定し たト イ レ 

・ シャ ワー等があるが、 老朽化して

いる部分や他の利用方法に対応しづ

ら い部分も ある


